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 公文書等の管理に関する法律（平成 21年法律第 66号）第 29条第２号の規定に

基づき、別紙資源エネルギー庁行政文書管理規則の一部を改正する規則案につい

て、諮問します。 
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（ 別 紙 ）

資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 行 政 文 書 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 案 新 旧 対 照 表 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）
○ 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 行 政 文 書 管 理 規 則 （ 平 成 ２ ３ ・ ０ ３ ・ ３ １ 資 庁 第 ３ 号 ）

改 正 案 現 行
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 行 政 文 書 管 理 規 則 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 行 政 文 書 管 理 規 則

第 １ 条 ～ 第 ２ 条 （ 略 ） 第 １ 条 ～ 第 ２ 条 （ 略 ）

第 ３ 条 第 ３ 条
（ １ ） ～ （ ４ ） （ 略 ） （ １ ） ～ （ ４ ） （ 略 ）
（ ５ ） 「 部 等 」 と は 、 経 済 産 業 省 組 織 令 （ 平 成 （ ５ ） 「 部 等 」 と は 、 経 済 産 業 省 組 織 令 （ 平 成 １ ２ 年 政

１ ２ 年 政 令 第 ２ ５ ４ 号 ） に 定 め る 部 及 び 長 令 第 ２ ５ ４ 号 ） に 定 め る 部 及 び 長 官 官 房 各 課 、 経 済
官 官 房 各 課 を い う 。 産 業 省 設 置 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ９ ９ 号 ） 及 び 経 済

産 業 省 組 織 令 に 定 め る 特 別 の 機 関 と し て 本 庁 に 置 か
れ る 原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 （ 経 済 産 業 省 設 置 法 及 び 経
済 産 業 省 組 織 令 に 定 め る 産 業 保 安 監 督 部 及 び 那 覇 産
業 保 安 監 督 事 務 所 （ 以 下 「 産 業 保 安 監 督 部 等 」 と い
う 。 ） を 除 く 。 ） 、 産 業 保 安 監 督 部 等 （ 経 済 産 業 省
組 織 規 則 に 定 め る 産 業 保 安 監 督 部 の 支 部 及 び こ れ ら
に 準 ず る も の （ 以 下 「 産 業 保 安 監 督 支 部 等 」 と い う
。 ） を 除 く 。 ） 及 び 産 業 保 安 監 督 支 部 等 と し て 総 括
文 書 管 理 者 が 定 め る も の を い う 。

（ ６ ） 「 課 等 」 と は 、 経 済 産 業 省 組 織 令 に 定 め る 本 庁 の
（ ６ ） 「 課 等 」 と は 、 経 済 産 業 省 組 織 令 に 定 め 内 部 部 局 に 置 か れ る 課 及 び 経 済 産 業 省 組 織 規 則 に 定

る 本 庁 の 内 部 部 局 に 置 か れ る 課 及 び 資 源 エ め る 原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 及 び 産 業 保 安 監 督 部 等 に 置
ネ ル ギ ー 庁 職 制 規 程 （ 平 成 １ ３ ・ ０ １ ・ ０ か れ る 課 、 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 職 制 規 程 （ 平 成 １ ３ ・
６ 資 庁 第 １ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ７ 条 第 ０ １ ・ ０ ６ 資 庁 第 １ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 及 び 第 ７ 条 第
１ 項 の 規 定 に 基 づ き 課 に 準 ず る 組 織 と し て １ 項 の 規 定 に 基 づ き 課 に 準 ず る 組 織 と し て 置 か れ る
置 か れ る 室 並 び に こ れ ら に 準 ず る も の と し 室 、 経 済 産 業 省 組 織 規 則 に 定 め る 産 業 保 安 監 督 署 並
て 総 括 文 書 管 理 者 が 定 め る も の を い う 。 び に こ れ ら に 準 ず る も の と し て 総 括 文 書 管 理 者 が 定

め る も の を い う 。

第 ４ 条 ～ 第 ５ 条 （ 略 ）
第 ４ 条 ～ 第 ５ 条 （ 略 ）

第 ６ 条 主 任 文 書 管 理 者 は 、 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 内 部 部 局 に
第 ６ 条 主 任 文 書 管 理 者 は 、 各 部 等 の 長 を も っ て あ っ て は 各 部 等 の 長 、 原 子 力 安 全 ・ 保 安 院 に あ っ て は 次
充 て る 。 長 、 産 業 保 安 監 督 部 等 に あ っ て は 各 産 業 保 安 監 督 部 等 の

長 を も っ て 充 て る 。
２ ～ ４ （ 略 ） ２ ～ ４ （ 略 ）

第 ７ 条 以 下 （ 略 ） 第 ７ 条 以 下 （ 略 ）
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